
消費者および食品等事業者、教育関係者
を対象とした意見交換会in那覇市2019

食中毒の発生防止について

(HACCP方式の衛生管理の活用)

那覇市保健所 生活衛生課



食中毒菌や、有害・有毒物質が混入し
ている食品を摂取したときに起こる中毒

急激な下痢や腹痛などの中毒症状が現れる

①見えない

②臭わない

③味がない

④色がない

食中毒菌の４ない 作った人・食べた人

わからない!!

◆食中毒とは
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食中毒月別発生状況
総数240件（平成20～29年）

食中毒は年間を通して発生している！

夏は特に注意が必要！！



生鮮食品類海水、魚介類
腸炎ビブリオ

食肉、鶏卵

動物の腸管内

サルモネラ

主な食中毒
原因食品

汚染源食中毒原因菌 予 防 方 法

肉類はよく加熱調理する

魚介類は大量の水で洗う
加熱調理する
魚介類は４℃以下で冷蔵保存

食肉（鶏肉）

動物の腸管内

カンピロバクター

加熱調理する
生肉を扱った後は手指の
洗浄・消毒の徹底

傷、鼻、頭髪黄色ブドウ球菌
おにぎり、弁当 手に傷・化膿のある場合は調理

しない。
手指の洗浄・消毒の徹底

生肉、水

動物の腸管内

O-157・O-111

肉類はよく加熱調理する
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ノロウイルスによる食中毒
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菌の特徴

• 人の小腸のみで増殖（食品中では増えない）する。

• 非常に少量（100個程度）のウイルスで感染する。

• 糞便中や嘔吐物中に大量のウイルスが排泄される。

• 症状が回復してもしばらくは糞便中にウイルス排泄される。

原因食品

• ノロウイルスに感染した人の手指を介して汚染された食品。（ノロウ
イルスに感染しても症状ができない調理従事者からの二次汚染事
例が多い！）

潜伏期間

• １～２日

主な症状

•吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、微熱など。



食中毒

感染症

ノロウイルスの感染経路

患者と接触した家族内での

二次感染に注意
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ノロウイルス食中毒月別発生状況

（全国・平成29年）

月 総数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

件数 214 50 45 29 8 14 10 7 3 3 7 15 23

患者数 8496 2148 2412 730 265 444 393 125 119 80 264 570 946
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食中毒予防の三原則

増やさない やっつける

清潔、洗浄 迅速、冷却 温度管理

付けない ②① ③

菌を…



１．菌をつけない＝清潔

・新鮮な食品を購入－使用前には水で十分洗浄する

・調理器具の洗浄と殺菌・消毒

・調理や食前の十分な手洗い



上手な手洗い方法

３０秒
２０秒
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２．増やさない＝迅速

・できあがった料理はすぐ提供

・ 栄養

・ 水

・ 温度

・ 時間

食品内では防げない

温度・時間を管理する
ことが大切！



３．やっつける＝温度管理

・食肉、鶏卵などの加熱は十分に

・中心部まで確実に火を通す

加熱の目安は中心温度75℃1分間以上

※ノロウイルスには85℃～90℃、1分半以上



３．温度管理（冷蔵・冷凍）

・冷凍・冷蔵庫の正しい利用



＊温度管理
74℃～100℃

ほとんどの細菌は死滅する

60℃～74℃
増殖しない

１０℃～60℃[危険温度範囲]
細菌は増殖する

0℃～１０℃
冷蔵状態。ゆっくりだが増殖する。

-1５℃～-22℃
冷凍状態。増殖しないが、死滅
しない



食中毒予防三原則が基本

つけない 増やさない やっつける

一般衛生管理

施設の衛生管理

適切な手洗い

調理器具の洗浄・消毒

従業員の衛生管理

二次汚染・交差汚染の防止 温度管理
適切な加熱
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• トイレに行った後（特に念入りに！）

• 調理施設に入る前

• 次の調理作業に入る前

• 料理の盛り付けの前

手洗いのタイミング



ＨＡＣＣＰ（ハサップ）方式の衛生管
理について



◆なぜ今HACCP（ハサップ）が必要なのか

HACCPは食品衛生管理の国際標準

・食品の衛生管理のための国際標準としての
衛生管理手法

・欧米を始め多くの国でHACCPの導入が進み、
輸出要件として義務付ける等、貿易上必須に
なりつつある

・食品の安全性を担保するうえで衛生管理が特に
重要となる作業工程を特定し管理が可能！



◆HACCPとは

H A C C P
azard ointontrolriticalnalysis

―危害要因分析重要管理点―

危害要因分析 重要管理点 モニタリング

製造工程のあらゆる
段階において発生す
るかもしれない危害
をあらかじめ分析し
ておく

製造工程のどの段階
でどのような対策を
講じれば危害を取り
除けるかを検討し重
要管理点として定め
る

重要管理点が、きち
んと決められたとお
り管理されているか
を連続的にモニタリ
ングする



ＨＡＣＣＰ（ハサップ）とは

食品の製造工程のどの工程で、どのような対策を行えば

危害要因を管理（消滅、あるいは許容レベルまで減少）でき

るかを検討し、その管理工程（重要管理点＝ＣＣＰ）を定め

ます。

そして、この重要管理点に対する管理基準や基準の測定方

法などを定め、測定した値を記録します。

これを継続的に実施することが製品の安全を確保する科学

的な衛生管理方法です。



【抜粋】

厚生労働省 食品製造における
HACCP入門のための手引き より

◆HACCP導入のための７原則１２手順



◆HACCPの考え方に沿った衛生管理法

基本は、食中毒予防三原則！！！

◆今取り組んでいる衛生管理とメニューに応じた注意点を
衛生管理計画として明確にしましょう

◆できた計画を実行して記録しましょう

～ 衛生管理の「見える化」を実行する ～

◆食中毒等の事故発生の防止や速やかな原因究明に役立つ

◆衛生管理を適正に行っていることを、具体的に自信を持って説明できる
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食中毒予防三原則が基本

つけない 増やさない やっつける

一般衛生管理

施設の衛生管理

適切な手洗い

調理器具の洗浄・消毒

従業員の衛生管理

二次汚染・交差汚染の防止

温度管理

CCP管理

適切な加熱

◆衛生管理の内容をHACCPで整理する
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（HACCPに沿った衛生管理法）

①衛生管理計画の策定する

今まで取り組んでいる衛生管理と、
メニューに応じた衛生管理の注意点
（冷蔵、加熱など）を明確にする



◆ 一般衛生管理計画の作成



①原材料の受入の確認（記入例）

◆なぜ必要か？

●腐敗している ●消費期限が過ぎている
●包装が破れている ●保存方法が守られていない

→→ 有害な微生物が増殖している可能性があります

外観、におい、包装の状態、表示（期限、保存方法）
を確認する

返品し、交換する

★普段から行っていることを思い出して記入してみましょう

◆衛生管理計画の策定（一般衛生管理のポイント）
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菌
数

◆食中毒菌活動温度帯

温度

多

少
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◆ 危険温度帯によるメニューの分類

危
険
温
度
帯

60℃

10℃

第１
グループ

第２
グループ

第３
グループ

非加熱 加熱 加熱・冷却



メニューの分類 メニュー例

第１グループ
非加熱のもの
◆冷蔵品を冷たいまま提供

刺身、冷奴 など

第２グループ
加熱するもの
◆冷蔵品を加熱し、熱いまま提供
◆加熱した後、高温保管して提供

ステーキ、焼き魚、焼き鳥、
ハンバーグ、天ぷら、唐揚げ、
ライス など

第３グループ
◆加熱後冷却し再加熱するもの
◆または、加熱後、冷却するもの

カレー、スープ、ソース、
たれ、ポテトサラダ など

①

②

③

④

⑤

◆衛生管理計画の策定（重要管理のポイント）

★料理の温度に注目してメニューを分類します
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◆ メニューの分類とチェック方法の例

メニューの分類 チェック方法の例

第１
グループ

冷蔵品を冷たいまま提供
・冷蔵庫から出したら

すぐ提供
・冷蔵庫の温度を確認

第２
グループ

冷蔵品を加熱し、熱いまま提供
・火の強さ、時間
・見た目、肉汁の色

加熱した後、高温保管して提供
・沸騰したときの気泡
・湯気が十分に出ている

第３
グループ

加熱後冷却し再加熱するもの
・再加熱時の気泡
・中心温度

加熱後、冷却するもの
・加熱温度
・加熱後速やかに冷却



（HACCPに沿った衛生管理法）

衛生管理計画を策定する際の
注意点

（手順３）
・誰に対する調理か（対象）

大人向け

幼児、高齢者も食べて大丈夫か



（HACCPに沿った衛生管理法）

衛生管理計画の策定する際の
注意点

（原則１）
・危害要因分析は間違っていないか
（例）
新鮮な鶏肉だから、簡単な加熱で
大丈夫？



（HACCPに沿った衛生管理法）

衛生管理計画の策定する際の
注意点

・食材について正しい知識を持つ

・正しい知識を元に調理を行う



（HACCPに沿った衛生管理法）

②衛生管理計画を実行する

③実行内容を記録・確認する



◆ チェック方法の検証

金串を使用した温度確認
中心温度を計測

98.6度で
あることを確認



◆確認・記録
これまでの説明を「実施記録」にまとめると
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◆振り返りを行う

定期的（１か月など）な記録の確認などを行う

クレームや衛生上気がついたことなど、同じような問題が
発生している場合には、同一の原因が考えられますので
対応を検討しましょう

＜記録の保管＞

これらの一連の記録は、１年間程度は保管しておきましょう
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HACCP導入前にやるべき事

５Ｓの徹底

『整理』 『整頓』 『清掃』 『清潔』 『習慣』

整理 不要なものを捨てる

整頓 必要なものを場所を決めて管理する

清掃 汚れがない状況にする

清潔 整理 整頓 清掃を行い、きれいな状態を保つ

習慣 ルールを決めて、ルール通りに実施すること

を習慣化する。

一般衛生管理の確立 施設設備、機械器具等の衛生管理、
食品取扱者の健康や衛生等の管理



HACCP管理のイメージ

PRP（一般衛生管理）

SSOP
（衛生標準作業手順）

HACCP

衛生作業標準

あるべき施設の
衛生条件

５Ｓの徹底
従業員の衛生管理
手洗いの徹底

衛生的な状態を保つた
めに、
①いつ②どこで③誰が
④何を⑤どのようにす
るのか、等を明記した
手順書を作る。

こ
の
部
分
を
導
入
前
に

し
っ
か
り
構
築
す
る



ご静聴ありがとうございました。

那覇市保健所 生活衛生課

TEL：098-853-7963  

FAX：098-853-7965


